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四万十町教育委員会会議録（令和７年２月定例会） 

 

 

１．日 時   令和７年２月１０日（月）午後３：００～午後５：１５   

 

２．場 所   交流センターたのの 第１・第２会議室 

 

３．出席者  教育長  山脇 光章   教育委員 横山 順一  谷口 和史  西谷 史  野中 裕子  事務局  教育次長     浜田 章克 

生涯学習課    課長  今西 浩一 

学校教育課    課長  長森 伸一  副課長  真城 和也              横山 光一 

教育研究所    所長  野村 泰子 

 

４．傍聴者   ０名 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）教育長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （谷口委員） 

（４）議題 

①承認第１号 専決処分の承認について 

②承認第２号 専決処分の承認について 

③承認第３号 専決処分の承認について 

④議案第１号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

⑤議案第２号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

⑥議案第３号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

⑦議案第４号 指定校区外就学申請の取扱いについて 

⑧議案第５号 区域外就学申請の取扱いについて 

⑨議案第６号 四万十町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正す
る規則の改正ついて 

 

（５）協議事項 

①四万十町総合振興計画審議会委員の選任について 

②四万十町教育委員会表彰規則に基づく被表彰者の選定について 
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（６）報告事項 

 

（７）その他 

①今後の日程について 

 

６．議 事 

教育長 ：それでは、ただ今より２月定例の教育委員会を開催します。 

「承認第１号専決処分の承認について」を議題といたします。事務局の説明をお

願いします。           

（事務局より、「承認第１号専決処分の承認につい

て」、を説明する。） 

 

教育長 ： 今、説明がありました「承認第１号専決処分の承認について」は、承認して
いただけますでしょうか？ 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。続きまして「承認第２号専決処分の承認について」
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。          

 

（事務局より、「承認第２号専決処分の承認につい

て」、を説明する。） 

 

教育長 ： 今、説明がありました「承認第２号専決処分の承認について」は、承認して
いただけますでしょうか？ 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。続きまして「承認第３号専決処分の承認について」
を議題といたします。事務局の説明をお願いします。          

 

（事務局より、「承認第３号専決処分の承認につい

て」、を説明する。） 

 

教育長 ： 今、説明がありました「承認第３号専決処分の承認について」は、承認して
いただけますでしょうか？ 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。 

続きまして「議案第１号指定校区外就学申請の取扱いについて」を議題とい

たします。事務局より提案の説明をお願いします。 
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（事務局より、「議案第１号指定校区外就学申請の

取扱いについて」、を説明する。） 

 

教育長 ： 議案第１号について、ただいま説明がありました「議案第１号指定校区外就
学申請の取扱いについて」は、承認していただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。続きまして「議案第２号指定校区外就学申請の取扱
いについて」を議題といたします。事務局より提案の説明をお願いします。 

 

（事務局より、「議案第２号指定校区外就学申請の

取扱いについて」、を説明する。） 

 

教育長 ： 議案第２号について、ただいま説明がありました「議案第２号指定校区外就
学申請の取扱いについて」は、承認していただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。 

 

～小休～ 

 

教育長 ： 休憩前に引き続き会議を開きます。 

続きまして「議案第３号指定校区外就学申請の取扱いについて」を議題とい

たします。事務局より提案の説明をお願いします。 

 

（事務局より、「議案第３号指定校区外就学申請の

取扱いについて」、を説明する。） 

 

教育長 ： 議案第３号について、ただいま説明がありました「議案第３号指定校区外就
学申請の取扱いについて」は、承認していただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。 

続きまして「議案第４号指定校区外就学申請の取扱いについて」を議題とい

たします。事務局より提案の説明をお願いします。 

 

（事務局より、「議案第４号指定校区外就学申請の

取扱いについて」、を説明する。） 

 

教育長 ： 議案第４号について、ただいま説明がありました「議案第４号指定校区外就
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学申請の取扱いについて」は、承認していただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。 

続きまして「議案第５号区域外就学申請の取扱いについて」を議題といたし

ます。事務局より提案の説明をお願いします。 

 

（事務局より、「議案第５号区域外就学申請の取扱

いについて」、を説明する。） 

 

教育長 ： 議案第５号について、何かご質問等あればお願いいたします。よろしいです
か。それでは、「議案第５号区域外就学申請の取扱いについて」は、ただいま

提案理由の説明があったとおり承認してよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。 

続きまして「議案第６号四万十町立小学校及び中学校の通学区域に関する規

則の一部を改正する規則の改正について」を議題といたします。事務局より提

案の説明をお願いします。 

 

（事務局より、「議案第６号四万十町立小学校及び

中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規

則の改正について」、を説明する。） 

 

教育長 ： 議案第６号について、ただいま説明がありました。四万十町立小学校及び中
学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則についてでございます。何

かご質問等あればお願いいたします。 

教育長 ： よろしいですか。 

それでは、「議案第５号区域外就学申請の取扱いについて」は、承認してい

ただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。続きまして日程５、「協議事項」についてでござい
ます。まず「四万十町総合振興計画審議会委員の選任について」を報告事項と

します。事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局より、「四万十町総合振興計画審議会委員

の選任について」、を説明する。） 

 

教育長 ： 町の最上位計画になります。よろしいですか。 

それでは、「四万十町総合振興計画審議会委員の選任について」は、承認し



5 

 

ていただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。  続きまして、「四万十町教育委員会表彰規則に基づく被表彰者の選定につい
て」を報告事項とします。事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局より、「四万十町教育委員会表彰規則に基

づく被表彰者の選定について」、を説明する。） 

 

教育長 ： よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続きまして日程６、「報告事項」はございません。それでは、「今後の日程」
に移りたいと思います。今後の日程については省略します。 

それでは以上を持ちまして、本日の日程は全て終了しました。 

 

（閉会） 

 

２月の臨時委員会予定   令和７年２月２７日（木） 

３月の定例委員会予定   令和７年３月 ４日（火） 

 

         教育長 ：                      

 

 

         署名人 ：                       


